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構造改革特別区域計画 

 

 

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

 

山形県 

 

２ 構造改革特別区域の名称 

 

超精密技術集積特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

 

山形市、米沢市、寒河江市、上山市、天童市、東根市及び高畠町の全域 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

 

[基幹産業である製造業の強化を通じた自立的経済発展基盤の確立]     

本県では昭和 40 年代の早い時期から企業誘致に積極的に取組み、平成9年

10 年には企業立地件数が全国トップとなるなど、半導体関連産業を始めとし

た電気機械製造業の分野で東日本でも有数の集積が形成された。 

その結果、県内総生産に占める製造業の割合が 21.6％（平成 12 年）と、他

産業に比較して最も高く、構成比の順位では全国第 6位、東北でも第2位とな

るなど製造業への依存度の高い地域となっている。 

しかしながら、経済のグローバル化の進展に伴い生産拠点の海外展開等が進

み、特に電気機械製造業の量産型の製品分野を中心に、出荷額と従業員数が大

きく減少するなど厳しい状況に置かれており、本県の経済に大きな影響を与え

ている。（平成 13 年の電気機械製造業出荷額は、平成 12 年比で 2,426 億円

（17.3%）の減少となっており、その波及効果を含めると 3,469 億円の生産額

の減少と見られる。この数値は、県名目成長率を 3.3％低下させると試算され

ている。） 

   このような状況を踏まえ、本県経済の活性化の実現に向けた施策の実施が求

められているが、何よりも域外からの所得確保の面で基幹的な役割を担う製造

業の競争力の強化を図り、ここで得た所得を、少子高齢社会に対応した生活関

連型サービス業や、他地域に比較して成長余力を有する事業所関連サービス業

の育成振興を通じて域内で循環させていく自立的な経済発展基盤の形成が急

務となっている。 
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[「産」「学」「官」のポテンシャルの高さ]  

本県、とりわけ当該特別区域においては、「産」「学」「官」のいずれも高い

ポテンシャルを有している。 

一つには、「産」における技術集積の厚みである。 

長年にわたる積極的な企業誘致活動が結実し、システムＬＳＩや半導体製造

装置等の先端技術分野で層の厚い企業群が形成され、これら誘致企業と地場企

業との取引を通じて、ものづくりの基盤となる、精密機械加工技術、金型製作

技術、表面処理技術、熱処理技術等での高いレベルの技術集積が図られている。 

さらに、これらの集積を活かして、透過型電子顕微鏡といった先端的技術分

野で、部品加工から完成品の組み立て調整まで県内で一貫して行うための生産

体制の確立に向けた動きがみられるほか、山形大学の技術シーズを活用した医

療用画像診断装置等の事業化が実現しつつある。 

特に、超精密加工技術分野での地域波及を目的に県内の企業により組織化さ

れている「金型・精密加工技術研究会」において、その７割の企業が本特区内

に集中しているほか、有機エレクトロニクスバレープロジェクトのスタートに

当たり全国に向け情報発信するために開催したシンポジウムには、全国から

229 社に上る企業の参加があったが、県内企業 83 社 214 人の参加の内、当該

特別区域内の企業は 70 社（84.4％）186 人（86.9％）となっており、当該特

別区域内の超精密技術領域のポテンシャルの高さ、企業の関心の高さが伺える。 

二つには、「学」のポテンシャルの高さである。 

昭和 60 年に設立した財団法人山形県テクノポリス財団を核にしながら、ラ

イフサポートテクノロジー（生命・生活支援工学）のコンセプトの下、先端技

術分野での研究開発プロジェクトに取組み、それらを背景として、山形大学工

学部内に地域共同研究センターやベンチャービジネスラボラトリーが開設さ

れるなど、大学を核にした産学官連携推進体制の強化が図られた。 

その結果山形大学工学部では、世界初の人絹繊維の開発以来長い歴史を有す

る高分子材料を始め、セラミックス等新素材、有機ＥＬ等の分野で全国有数の

研究シーズが集積するとともに、これらシーズを活用して産業界との結びつき

を強めようとする機運が高まっており、現在では、大学発のベンチャーが 3

社設立（本社：山形市 1社、米沢市 2社）されるに至っている。 

三つには、「官」の取組みである。 

ライフサーポートテクノロジーの取組みのほか、平成 11 年には山形大学工

学部教官と県職員の人事交流を全国に先駆けて実施（山形大学助教授⇒県企画

調整課科学技術振興室副主幹、県工業振興課研究開発係長⇒山形大学大学院ベ

ンチャービジネスラボラトリー助手）し、ＲＢセラミックス（米ぬかから抽出

した新セラミックス）の企業化（東根市、天童市）や、機能性プラスチック（金

属とプラスチックの機能を併せ持った新素材）の事業化に向けた地域企業によ

るコンソーシアム体制の整備（米沢市）など先進的な取組みが展開されている。 
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 ［当該特別区域の主要指標］ 

 （単位：人、所、万円） 

 全  県 区 域 内 シェア 

人  口（12 年国調値） 1,244,147 565,868 45.5％ 

事業所数（13 年事業所統計値） 70,523 32,376 45.9％ 

製造業事業所数（13 年工業統計値） 3,844 1,207 31.4％ 

 製造品出荷額等 267,080,616 164,369,341 61.5％ 

 付加価値額 92,318,084 51,592,107 55.9％ 

 

 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

[特区計画の目指すもの]  

本区域内の各機関では超精密技術分野において、研究開発から事業化に至る

までの各般の取組みが進められている。 

山形大学においては、有機エレクトロニクスやナノレベルでの材料制御によ

る新素材の開発、新しい特性を有するセラミックスやプラスチックなど、他に

は類を見ない、全国的にも高い技術水準を誇っている。 

産業界においても、光干渉技術を利用した医療用画像診断装置や、透過型電

子顕微鏡等の先端製品分野でのものづくりが進められている。 

わが国産業界を取り巻く環境は、いわゆるエマージング諸国のキャッチアッ

プによるものづくりの空洞化や、長年日本的企業経営の象徴とされてきた終身

雇用制の終焉、企業系列の崩壊等、これまで経験したことのない構造的な変化

を迎えつつあり、本県においても進出企業を中心に大規模な雇用調整や生産拠

点の撤退等が相次ぎ、極めて厳しい局面に置かれている。 

このような時期にこそ、既成の殻を打ち破り、地域自らが新しい産業発展の

芽を創出・育成し、自立的・持続的な経済発展を遂げていくための基盤整備に

急いで取組むことの意義は極めて大きい。 

このため、全国的にも高い水準を誇るものづくりの技術が集積している強み

と山形大学の有する先端的な技術シーズを融合した「超精密加工テクノロジー

プロジェクト」（プロジェクト期間：平成 15～18 年度、事業費総額：6億 4千

万円、財源：県単独、一部国庫補助）及び「有機エレクトロニクスバレー推進

プロジェクト」（プロジェクト期間：平成 15～21 年度、事業費総額：43 億、

財源：県単独）の２つのプロジェクトを県が主導して積極的に展開していく。 

プロジェクトで得た成果は、地域企業に優先的に供与しながら、ものづくり
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分野でのオンリーワン、ナンバーワンを目指すとともに、全国ひいては世界に

積極的に情報発信しながら、超精密技術分野での「知識」や「技術」の集積を

図ることとしている。 

このため、プロジェクトの推進に当たっては、 

・地域の企業が参画する「研究会」との連携 

研究会を通じて研究開発に対する実需をくみ上げプロジェクトの研究

テーマに反映させるとともに、地域企業との共同研究を積極的に展開 

・国、研究開発機関との密接な連携 

  経済産業省本省、東北経済産業局、独立行政法人産業総合研究所、新エ

ネルギー産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）の全面的な協力によるプロ

ジェクトの推進   を図ることとしている。 

特に「有機エレクトロニクスバレー推進プロジェクト」については、 

   ・「ものづくり工房」の併設 

     有機エレクトロニクス研究所（仮称）に、地域企業が自由に出入りがで

きて、研究所の研究員と協働して商品開発や試等ができる場を併設する 

 ・研究成果を活用した事業化のための「貸し工場」の提供 

   研究所が入居する空き工場の空きスペースを低廉な料金で成果活用企 

業に提供し有機エレクトロニクス分野での「研究開発」「ものづくり」 

の一大拠点の構築を目指す 

・アドバイザリーボードの設置 

  研究開発が近視眼的に陥らないよう、また、産業界の実需から乖離する

ことのないよう、産業界や専門機関等の外部委員を招いたアドバイザリ

ーボードを設置し、研究成果の客観的評価と地域企業への成果波及を促

進する 

などの本県独自の仕組み・機能を付与することとしている。 

 

本計画では、計画区域内の超精密技術分野に属する各般の取組みの総力を結 

集して新しい産業発展基盤を創造し本県経済の活性化を図ることし、その実現

に向けた推進力となる「規制の特例」を掲げるものとする。 

   

[規制の特例を活用した地域産業活性化戦略の展開]   

県では平成 15 年度から、「超精密加工テクノロジープロジェクト」と「有機

エレクトロニクスバレー推進プロジェクト」の 2つの先導的プロジェクトに重

点的に取組み、当該分野での産業クラスターの形成を図ることとしている。 

このプロジェクトでは、他地域に先駆けて「超精密技術」領域における研究

開発に産学官を挙げて取組み、そこで得た「ものづくりのノウハウ」や「特許」

等の知的財産を、地域経済活性化のために戦略的に活用することとしている。 
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また、プロジェクトの推進に当たっては、 

・ 産学官連携促進による研究開発の推進 

・ 研究成果の早期実用化・事業化 

・ 関連分野における研究機関や企業の集積  

の 3 つのステップによるシナリオを想定しており、各フェーズに対応した規制

の緩和や特例措置を活用し、その実現を目指していくものとする。 

  ［構造改革特別地域検討委員会の設置］ 

本計画の実現可能性を高めるため、産業界、大学、学識経験者で構成する「検

討委員会」を設置し、それぞれの立場から、意見、要望等を集約するとともに、

検討会での情報交換を通じて、計画概要の周知・普及を図った。 

今後、必要に応じて検討会を開催し、計画内容について実態を反映したもの

にするとともに、実現のための具体事例を集約する場として活用することとし

ている。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標  

超精密技術の領域での研究開発の推進、研究成果の早期実現、関連分野の産

業の集積を図る。 
当面は、「超精密加工テクノロジープロジェクト」、「有機エレクトロニクス

バレー推進プロジェクト」の実現をより確実にかつその加速化を図ることを核

として展開していく。 
[研究開発の推進、研究成果の早期実現]  
研究開発の推進、研究成果の早期実現を図るためには、産学官連携をより強

力に推進していくとともに、当該分野で有為な研究者を確保できるかが重要な

要因となってくる。 
本特区計画では、有機エレクトロニクス等厳しい開発競争が展開されている

分野で地域の優位性を確保するため、規制の特例を導入することにより、山形

大学との連携強化を図るとともに、世界的なレベルで有為な人材を研究者とし

て招聘するなど、「知識集約型の地域づくり」を進めるための環境を整備する。 
 この中で、海外から広く研究者を募る理由として、例えば有機エレクトロニ

クス技術分野の例を挙げれば、 
・有機材料の長寿命化、発色性の向上等が課題となっており、欧米が先行する

有機合成分野の研究者の招聘を図る必要があること、 
・有機エレクトロニクス分野で新たな産業基盤を確立するためには、他に先駆

けて製品化技術の確立に取組む必要があるが、一方では、有機ＥＬ製品がマ

ーケットで評価・認知され、各メーカーが有機ＥＬ製品分野に参入し、市場

である程度のシェアを確保することが不可欠であり、当該分野に参入意欲の

ある欧米や台湾、韓国等の照明・家電メーカーからの研究者の参画を得る必

要があること などがある。 
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[関連分野の産業の集積]  
 上記４に記述したとおり、本特区内には関連分野において高いポテンシャル

を有する企業群が存在している。これら企業を中核として、共同研究やＯＲＴ

（オンザリサーチトレーニングの略＝試験研究機関が行う研究開発に企業か

ら派遣された技術者が協働して従事するもの。研究開発を通じて技術移転を図

る手法として有効であるとされている。）、研究成果に係る講習会、試作会等を

通じて技術移転を行い、他地域にはない高い技術競争力を持つ地域を形成して

いく。 
[全国への波及]  

当該分野の技術開発は、地域経済の活性化はもとより、今後の我が国の成長

分野を支える技術基盤の形成、及び成長性、市場性が期待される新分野の商品

化、事業化を図るもので、その技術的、経済的効果は広い範囲で波及していく

ものと思われる。 
 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

  ・国立大学教員等の勤務時間内研究成果活用兼業事業の活用により、有機エレ

クトロニクスプロジェクトの研究開発の促進、山形大学大学院教授が開発し

た光干渉技術を活用した画像処理診断装置関連ベンチャー企業での事業化

が一層加速されることが期待される。 

  ・外国人研究者の受入れ事業促進、特定事業に係る外国人の入国・在留申請優

先処理事業の活用により、山形大学工学部で取組まれている有機ＥＬ研究に

係る国家プロジェクトや本県が 15 年度から本格的に実施する有機エレクト

ロニクスバレープロジェクト、山形大学に設置されている産学官連携機関

（地域共同研究センター、ベンチャービジネスラボラトリー）や民間企業に

おける超精密技術関連分野での外国人研究者に受入が容易になり、研究開発

の加速化や産業集積促進のための推進力になることが期待される。 

  ・国の試験研究施設の使用手続きの使用容易化事業、国有施設の廉価使用の拡

大による研究交流促進事業の活用により、山形大学工学部、地域共同研究セ

ンター、ベンチャービジネスラボラトリー等で取組む超精密技術分野での研

究交流が促進され、本区域内での知識集約、産業集積の加速化が期待される。 

 

当面実施するプロジェクトの効果  

 [ 超精密加工技術の確立]  

県工業技術センターに研究開発拠点を整備し、次の３つのテーマを掲げ産

学官連携による共同研究に取組む。 

・高精細加工技術の開発 

（ミクロンオーダーからナノオーダーへ加工精度の飛躍的向上） 
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・新素材、脆性材料等の超精密加工技術の開発 

（エマージング諸国が追随できない新たな素材へのチャレンジ） 

   ・非触媒、加工機上計測 

   （超精密加工技術を裏打ちする計測技術の確立） 

このプロジェクトで得た研究成果については、県内企業との共同研究や研究

成果に係る講習会、研修会等を通じた技術普及により、全国トップレベルの技

術を持つ企業を育成するとともに、関連企業(約 1700 社)への技術波及を通じ、

地域における競争力強化と付加価値の向上が期待される。(別添｢資料１｣参照) 

[有機エレクトロニクス分野における産業の集積]  

中核となる有機エレクトロニクス産業は、有機ＥＬディスプレイに見られる

ように極めて高い市場性、成長性が期待されている。 

本県では平成 15 年度に、有機ＥＬの世界的な研究者である山形大学工学部

の城戸教授を中心に有機エレクトロニクス研究所（仮称）を開設するとともに、

平成 21 年度までの７年間にわたり研究開発プロジェクトを実施する。 

本プロジェクトでは、 

・有機ＥＬパネルの量産化技術の開発 

・「発光パネル」を活用した２次製品の開発・製品化 

・有機半導体等の次世代型技術の開発 に取組むこととしており、 

パネル製品分野や、有機ＥＬ製造装置関連産業等の分野において、地域企業

への成果波及を見込む。 

この結果、プロジェクト終了年次の 2009 年には、県内の有機ＥＬ関連製造

品出荷額で 600～800 億円程度、1,400～1,900 人の雇用吸収、20 件程度のベン

チャー創出（社内ベンチャーを含む）が見込まれる。 

(別添｢参考資料１｣参照) 

 

 

８ 特定事業の名称 

 

国立大学教員等の勤務時間内研究成果活用兼業事業（２０２） 

外国人研究者受入れ促進事業（５０１～５０３） 

特定事業に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事業（５０４） 

国の試験研究施設の使用手続きの迅速化事業（７０４） 

国の試験研究施設の使用容易化事業（７０５） 

国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業（８１３） 

国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業（８１５） 
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９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業

に関連する事業その他構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必

要と認める事項 
[関連事業の内容]  

（１）超精密技術の確立と産業の集積 

   超精密技術分野に属する「加工技術」「素材開発」「デバイス開発」「装

置開発」等多分野にわたる技術・産業集積を目指す。 

当面、平成 15 年度から「超精密加工テクノロジープロジェクト」「有機

エレクトロニクスバレー推進プロジェクト」の 2つの先導的プロジェクト

に取組むこととしており、産学官連携、外国人研究者の招聘等による技術

開発を促進し、その成果を地域に波及させ、競争力の強化を図る。 

  ○超精密加工テクノロジープロジェクトの概要 

①目的 

    電気機械や一般機械等「ものづくり産業」において、海外等との技術

競争力を強化するとともに、今後の我が国の成長分野を支える技術基盤

を形成するため、加工精度をナノレベルにまで高める超精密加工技術の

確立を図る。 

  ②実施体制・期間 

  ・県工業技術センターが中核となり、山形大学等と県内企業 60 数社が参 

加する「金型・精密加工技術研究会」を母体とした産学官共同研究 

  ・実施期間は平成 15 年～18 年度の 4年間 

  ③研究内容 

・高精細加工技術の開発 

・新素材、脆性材料等の超精密加工技術の開発 

    ・非触媒、加工機上計測 

    ④事業費総額  

     6 億 4 千万円   （県単独予算、一部国庫補助） 

 

   ○有機エレクトロニクスバレープロジェクトの概要 

  ①目的 

      有機ＥＬを核とした有機エレクトロニクスに係る研究拠点、有機エレ

クトロニクス研究所（仮称）を整備し、地域企業への技術移転等により

関連産業の集積を図る。 
  ②実施体制・期間 

  ・有機エレクトロニクス研究所（仮称）における、山形大学教員と県内外

の企業との産学官共同研究 

  ・研究所における研究期間は平成 15～21 年度の 7年間 
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  ・設置場所は米沢市八幡原中核工業団地の空き工場を活用 

    平成 12 年 12 月に撤退した（省略）の空き工場を活用 

    生産の空洞化を象徴する誘致企業撤退第 1号となった「現場」を本県

産業再生のための新たなプロジェクトに活用 

  ・地域企業の参画する研究会を設置 

研究開発に企業のニーズをフィードバック 

    ・「ものづくり工房」の併設 

      地域企業が自由に出入りできて、研究所の研究員と協働して製品開発、

試作ができるオープンラボを併設 

  ・外部評価委員等で構成するアドバイザリーボードの設置 

    研究成果の客観的評価、地域企業への成果波及促進 

  ・研究成果を活用した事業化のための「貸し工場」の提供 

    研究所が入居する空き工場の空きスペースを低廉な料金で成果活用

企業に提供 

有機エレクトロニクス分野での「研究開発」「ものづくり」の一大拠

点の構築を目指す 

  ③研究内容 

  ・製造技術開発 

・有機デバイス開発 

・商品開発 

    ④研究費総額 

     43 億円  （県単独予算、県が造成した基金） 

 

  （２）距離基準の特例による保税蔵置場の設置 

     平成１５年１０月以降に特区の特例措置として認められる当該項目を

追加申請することとし、管轄の税関官署から５０キロメートル程度は離れ

た特区内の一部に、輸入貨物を取扱うことができる保税蔵置場が設置され

るよう関係機関との調整を図る。 

    実施時期 平成１５年１０月以降 

 

 

（３）関連企業の集積促進 

     山形自動車道や東北中央自動車道（山形南 IC～東根 IC、米沢北 IC～南

陽・高畠 IC 開通済み）、山形新幹線、山形空港（東根市）等交通インフラ

が整備されている地域的優位性を活かすとともに、特区内の特定業務団地

（米沢オフィス・アルカディア団地）に係る地方拠点法上の規制（誘導を

図るべき「産業業務施設」として「工場」は除外されている）の特例を提

案しつつ､本県独自の優遇制度を設け関連企業の誘致を図る。 
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    [超精密技術関連領域の産業集積のための本県独自の制度] 

○研究開発の推進 

・山形大学工学部教員と県職員の人事交流の継続 

・研究萌芽育成事業、産学共同研究助成事業等、研究シーズと発掘と企業

化、産業化に向けた支援の実施 

  大学と企業の企業化に向けた共同研究のための助成制度 

  助成規模 ＠500 千円～2,000 千円、助成総枠 30 件 

・生物ラジカル研究の推進 

  フリーラジカルの挙動解析のための診断装置の開発 

・マイクロマシン研究開発・企業化の推進 

  ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical System）技術を活用した各種センサ

ーの製品化のための産学官プロジェクト 

  世界初の多軸加速度センサーの開発に成功 

○起業化・事業化の推進 

・県有未利用施設（米沢高等技術専門校、15 年 3 月に閉校）を活用した、

インキュベーション施設の開設（フルオープン 15 年 10 月目途） 

○産業の集積促進 

・企業立地促進補助金 

      工業団地等への立地促進のための補助、上限 3億円 

    ・産学官共同研究開発費補助金 

      県内に立地する企業が、大学等教育機関と共同研究を行う場合の補助 

      上限 3000 万円 

・産業立地促進資金融資 

   工業団地等への立地の際の設備資金、運転資金の融資 

      貸付限度：5億円、利率：年 0.9％、対象経費：土地を含む全事業費 

 

  （４）知的財産の戦略的活用 

   先行的技術分野で研究開発を行う有機エレクトロニクスバレープロジ 

ェクトの成否については、当該分野の研究開発に世界の大手メーカーがし 

のぎを削っている状況を鑑みると、知的財産の活用戦略いかんにかかって 

いるものといえる。 

     このプロジェクトの研究開発については財団法人山形県企業振興公社

に付設する「有機エレクトロニクス研究所（仮称）」において中核的に進

めることとしており、そこで得られる知的財産の活用方策の一環として、

成果活用企業への知的財産権の現物出資などによるエクイティー収入を

確保することも検討している。 

     民法上の規制の特例（公益法人の出資の容認、株式保有の容認）を提案

しつつ、事業効果の地域波及を図る。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

 

国立大学教員等の勤務時間内研究成果活用兼業事業（２０２） 

 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

国立山形大学 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 
構造改革特別区域の認定の日から 

 

４ 特定事業の内容 

 

山形大学の教員が超精密技術分野の研究成果活用企業役員として兼業を行

う場合に、勤務時間内兼業を可能とする。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（１）時間内兼業の必要性 

現在認められている時間外の兼業については、勤務時間の割振りで対応して

いることから、実質的には時間数の制約がある。（山形大学では原則週 8 時間

以内としている。）兼業により研究成果を効率的かつ早期に技術移転を行うた

めには、できるだけ企業側の要請に応じた時間数、時間帯等柔軟に対応してい

くことが求められる。 

 

（２）特例措置の内容 

超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究の成果活用企業役

員として兼業を行う場合に、勤務時間内兼業によらなければ研究成果活用企業

の事業の実施に支障が生じると認められ、かつ、勤務時間内兼業を行ったとし

ても公務の運営に支障が生じないと認められるときには、給与の減額を前提と

して割振られた勤務時間の一部を割くことができるものとする。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

 

外国人研究者受入れ促進事業（５０１～５０３） 

 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

（１）国立山形大学 

 

（２）有機エレクトロニクス研究所（仮称） 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域の認定の日から 

 

４ 特定事業の内容 

（１）国立山形大学 

  《機関》 

名 称：国立山形大学 

所在地：山形市小白川町一丁目４－１２ 

概 要：当該大学には、県内３市に 6 学部が所在する。 
本特区計画では、主に米沢キャンパス内にある以下の組織、施設と

の連携が図られることとしている。 

・工学部 
・大学院理工学研究科 
・地域共同研究センター 
・大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 

《施設》 

名 称：国立山形大学工学部（超精密技術分野における中核施設） 

    同大学地域共同研究センター（超精密技術分野における中核施設） 

    同大学大学院ベンチャービジネスラボラトリー 

（超精密技術分野における中核施設） 

所在地：米沢市城南四丁目３－１６（米沢キャンパス内施設） 

《事業内容》  

国立山形大学工学部（米沢キャンパス内施設）において、超精密

技術分野の研究活動若しくは研究事業活動に従事しようとする外

国人を受入れる。 
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（２）有機エレクトロニクス研究所（仮称） 

  《機関》（運営主体） 

   名 称：財団法人 山形県企業振興公社 

   所在地：山形市城南町一丁目１６－１ 

概 要：国、県等が企画する各種産業施策の実施主体として平成７年に  

設立。 

《中核》 

名 称：有機エレクトロニクス研究所（仮称） 

（有機エレクトロニクス技術分野における中核施設） 

所在地：米沢市八幡原 

   概 要：米沢八幡原中核工業団地内の工場を借上げて整備 
       主たる財源は、県補助金、上記公社基金 

研究期間は、平成 15 年度から 21 年度の 7 年間 
職員は、４０名程度（内研究員３０名） 
いずれも基本的には公募による採用 

  《事業内容》  

今年度中に県が財政支援して本特区内に整備予定の有機エレク

トロニクス研究所において、研究に従事する外国人を受入れる。 

 

５当該規制の特例措置の内容 

（１） 特例措置の内容 

超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究活動若しくは研

究事業活動に従事しようと外国人について、構造改革特別区域法第 15 条に

規定する「出入国管理及び難民認定法」の特例を適用する。 

（２）適合性判断の根拠 

① 当該特区内に特定の分野に関する研究のための活動の中核となる施設が

所在し、かつ、当該施設の周辺に当該特定の分野に関する研究と関連する研

究を行う施設が相当程度集積するものと見込まれ、又は当該施設の周辺にお

けるこれに関連する産業の発展が相当程度見込まれること。 

本特区内には、幅広い分野で超精密技術に係る研究や有機エレクトロニク

スに関する国家プロジェクトを展開している山形大学、「超精密加工テクノ

ロジープロジェクト」の中核となる試験研究機関の山形県工業技術センター、

今年度中に整備予定の有機エレクトロニクス研究所関連する分野で研究の

ための活動の中核となる施設が所在する。 
また、「超精密加工テクノロジープロジェクト」及び「有機エレクトロニ

クスバレープロジェクト」では、研究成果を関連企業に円滑に技術移転する

ための諸施策を展開しながら、地域における関連分野の産業の発展を図るこ

ととしている。 
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②  本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の当該特区内に所在する

施設において特定の分野に関する研究を行う業務に従事する活動を行う外

国人が併せて当該特定の分野に関する研究の成果を利用して行う事業を自

ら経営する活動を行うことにより、当該構造改革特別区域において、当該

特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展が相

当程度見込まれること。 

本県では、特区内に廉価で使用できるインキュベーション施設をすでに 1

箇所設置（山形アルカディアソフトパーク団地内に 1箇所）しているが、15

年度には新たに 2箇所（米沢オフィスアルカディア団地内に 1箇所、閉校後

の米沢高等技術専門校を活用し 1箇所）を整備するなど、ベンチャー企業支

援の環境整備が進められている。 

これら施設の活用等により、外国人研究者が当該研究分野に関する事業を

自ら経営する活動を行うことも期待されるところであり、特に、有機ＥＬは

新産業創出の有効な資源であり、その研究から派生するシーズにより多種多

様な研究、商品化・事業化が想定されることから、当該分野の産業の発展が

見込まれる。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

 

特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事業（５０４） 

 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

（１）国立山形大学 

 

（２）有機エレクトロニクス研究所（仮称） 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域の認定の日から 
 

４ 特定事業の内容 

（１）国立山形大学 

  《機関》 

名 称：国立山形大学 

所在地：山形市小白川町一丁目４－１２ 

概 要：当該大学には、県内３市に６学部が所在する。 

本特区計画では、主に米沢キャンパス内にある以下の組織、施設と

の連携が図られることとしている。 

・工学部 

・大学院理工学研究科 

・地域共同研究センター 
・大学院ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー 

《施設》 

名 称：国立山形大学工学部（超精密技術分野における中核施設） 

    同大学地域共同研究センター（超精密技術分野における中核施設） 

    同大学大学院ベンチャービジネスラボラトリー 

（超精密技術分野における中核施設） 

所在地：米沢市城南四丁目３－１６（米沢キャンパス内施設） 

《事業内容》  

国立山形大学工学部（米沢キャンパス内施設）において、超精密

技術分野の研究活動若しくは研究事業活動に従事しようとする外

国人を受入れる。 
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（２）有機エレクトロニクス研究所（仮称） 

  《機関》（運営主体） 

   名 称：財団法人 山形県企業振興公社 

   所在地：山形市城南町一丁目１６－１ 

概 要：国、県等が企画する各種産業施策の実施主体として平成７年に  

設立。 

《施設》 

名 称：有機エレクトロニクス研究所（仮称） 

（有機エレクトロニクス技術分野における中核施設） 

所在地：米沢市八幡原 

   概 要：米沢八幡原中核工業団地内の民間企業所有の工場を借上げて整備 
       主たる財源は、県補助金、上記公社基金 

研究期間は、平成 15 年度から 21 年度の 7 年間 
職員は、４０名程度（内研究員３０名） 
基本的には採用は公募 

  《事業内容》  

今年度中に県が財政支援して本特区内に整備予定の有機エレク

トロニクス研究所において、研究に従事する外国人を受入れる。 

 

 ［外国人の活動内容］ 

   超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究活動 

（当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子としての活動を含む。） 

 

５ 当該規制の特例措置の内容  

   

超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究活動若しくは研究

事業活動に従事しようとする外国人又は当該外国人の家族に係る在留資格認

定証明書交付申請等について、特に迅速な審査が行われるように、他の案件と

区別して優先的に処理を受ける。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

 

国の試験研究施設の使用手続きの迅速化事業（７０４） 

 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

国立山形大学 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域の認定の日から 

 

４ 特定事業の内容 

 

超精密技術分野の研究のために、山形大学の施設を国以外の者に使用させる。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

   

超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究のために、山形大学

の施設を国以外の者に使用させる場合は、文部科学大臣は、国有財産法第 14 条

第 7号の規定に基づく財務大臣への協議を要しないこととする。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

 

国の試験研究施設の使用容易化事業（７０５）   

 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

国立山形大学 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域の認定の日から 

 

４ 特定事業の内容 

 

超精密技術分野の研究のために、山形大学の施設を国以外の者に使用させる。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 

超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究のために山形大学の

施設を国以外の者に使用させる場合、当該施設の使用が産学官連携の促進に資す

るものであると文部科学大臣が認めるときは、その使用を許可することができる。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

 

国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業（８１３）  

 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

国立山形大学 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域の認定の日から 

 

４ 特定事業の内容 

 超精密技術分野の研究のために、山形大学の施設を国以外の者に使用させる

場合に、廉価使用を認める。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（１）特例措置の内容 

超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究のために、山形大

学の施設を国以外の者が廉価使用する場合の範囲の拡大（国の研究と関連性の

ある研究を実施する者へ拡大）及び条件の緩和（当該施設で行った研究データ

の全てを国に提出することが廉価使用の条件とされているが、これに代えて、

当該施設で行った研究の成果に関して国に報告する場合についても廉価使用

を認める）措置を図る。 

 

（２）適合性判断の根拠 

  ① 当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者

との交流実績が相当程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当

該特定の分野に関する研究の効率的推進に相当程度寄与するものであると

認められること。 

    山形大学では、民間企業等と幅広い分野で超精密技術に係る共同研究等の

交流を行っている。（平成 13 年度における関連分野での共同研究数は 21 件） 

また、今後、大学の施設の使用等により民間企業等との交流を一層促進す

ることにより、超精密技術の応用研究や有機エレクトロニクスに係る多種多

様な研究、商品化・事業化が期待される。 
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② 当該国の機関の周辺に、当該国の研究機関が行う当該特定分野に関する研

究と関連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込

まれること。 

 

本県が財政支援して整備する有機エレクトロニクス研究所の外、特区にお

ける特例措置の提案・導入､県の優遇制度の活用等（関連事業）により、共

同研究参加企業等の研究施設の集積が期待される。 
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別紙 

 

１ 特定事業の名称 

 

国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業(８１５) 

 

 

２ 規制の特例措置の適用を受けようとする者 

 

国立山形大学 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

 

構造改革特別区域の認定の日から 

 

４ 特定事業の内容 

 

超精密技術分野の研究のために、山形大学の施設を国以外の者に使用させる

場合に、廉価使用を認める。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

 

超精密技術の確立、産業の集積に資すると認められる研究のために、山形大

学の施設を国以外の者が廉価使用する場合の範囲の拡大（国の研究と関連性の

ある研究を実施する者へ拡大）及び条件の緩和（当該施設で行った研究データ

の全てを国に提出することが廉価使用の条件とされているが、これに代えて、

当該施設で行った研究の成果に関して国に報告する場合についても廉価使用

を認める）措置を実施する場合、研究交流促進法第 11 条第 1項及び第2項に

掲げる要件の認定者を各省庁の長から山形大学長とし、かつ、文部科学大臣か

ら財務大臣への協議を要しないこととする。 

 


